
 報告第１９号 

 

令和５年度内部統制の報告について 

 

 地方自治法第１５０条の規定により、令和５年度長岡京市内部統制評価報告

書を調製し、本市監査委員の審査を経たので、ここに報告する。 

 

 令和６年８月２８日提出 

 

 

長岡京市長 中小路 健 吾 

 

 

  



 

令和５年度長岡京市内部統制評価報告書 

 

 地方自治法第１５０条第４項の規定による評価を行い、同項に規定する報告

書を次のとおり作成しました。 

 

 令和６年６月６日 

 

 

長岡京市長 中小路 健 吾 

 

 

記 

 

 

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項  

長岡京市では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ

イン」（平成３１年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基づ

き、「長岡京市内部統制に関する基本方針」（令和２年３月１日。以下「基本

方針」という。）を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る内部統

制体制の整備及び運用を行っております。  

基本方針では、発生可能性及び影響度から、財務に関する事務のうち、最

優先に対応するべきリスクに対して内部統制を導入することとし、整備状況

及び運用状況について、重大な不備がないかどうか評価を実施しています。 

 

２ 評価手続  

長岡京市においては、令和５年度を評価対象期間とし、令和６年３月３１

日を評価基準日として、ガイドライン及び基本方針に基づき、財務に関する

事務に係る内部統制の評価を実施いたしました。評価は、各所属の自己評価

以外に、内部統制推進課である総務課及び全庁的に共通する業務の所管課に



おいて評価を実施しました。  

 

３ 評価結果  

上記評価手続のとおり、ガイドライン及び基本方針に規定する評価作業を

実施し  

ました。 

全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制について評価したところ、リ

スク事  

案発生の認識が欠けており、事案の発生後にリスク評価シートの整備を行っ

た案件は９件、運用状況の不備は２３件ありました。  

上記案件について、その発生原因、対応状況、対応の結果、影響度や再発

防止策について、経済的・社会的に大きな不利益を生じさせるものであった

かどうかを基準に判断し、重大な不備には至らないものと評価しました。 

以上のことから、長岡京市の財務に関する事務に係る内部統制は評価基準

日において有効に整備され、かつ有効に運用されていると判断いたしました。 

なお、運用状況の不備の中には、重大な不備には至らなかったものの、大

きなリスクにつながる可能性も否定できない事案もあったため、全庁的に内

容の共有を図るとともに、再発防止に努めます。  

令和５年度における取組内容及び評価結果の詳細は別紙附属資料のとおり

です。  

 

４ 不備の是正に関する事項  

  記載すべき事項はありません 



 

 

 

 

令和５年度 

長岡京市内部統制評価報告書 

【附属資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月 
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１ 内部統制の目的 

内部統制とは、⑴業務の効率的・効果的な遂行、⑵財務報告等の信頼性の確保、⑶業務

に関わる法令等の遵守、⑷資産の保全という 4つの目的が達成されないリスクを一定の水

準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂

行されるプロセスをいいます。これら 4つの目的は、それぞれ固有の目的ですが、お互い

に独立しているものでもなく、相互に密接に関連しています。 

 ⑴ 業務の効率的・効果的な遂行 

   各業務の目的の達成に向け、効率的かつ効果的にその業務を遂行することをいいます。 

地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項に掲げる住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努めると

いう趣旨を踏まえつつ、担当職員の個人的な経験や能力に過度に依存することなく、組織

として一定の水準を保ちつつ滞りなく業務を遂行できるようにすることで業務の目的達

成を図ります。 

 ⑵ 財務報告等の信頼性の確保 

   組織の財務報告又は非財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を

確保することをいいます。予算及び予算の説明書（地方自治法第 211 条）、決算（地方

自治法第 233条）等の財務報告は、議会や住民等の監視に置かれ、市の信用の維持・向

上に影響を与えています。これらの誤った情報は、市に不測の損害を与え、信頼を著し

く失墜させることとなります。 

   また、市の政策実績を十分に把握するためには、非財務報告についても積極的に実施

することが求められており、その情報の信頼性も確保しなければなりません。 

 ⑶ 業務に関わる法令等の遵守 

   業務に関わる法令その他の規範を遵守することをいいます。地方公共団体は、法令に

違反してその事務を処理してはなりません（地方自治法第 2条第 16項）。しかし、長岡

京市では、平成 27 年に長岡京市職員が水道施設工事の入札等に当たって便宜を図った

見返りに業者側から賄賂を受け取るという事件が発生しました。二度とこのような事件

を起こさないため、長岡京市元職員の収賄容疑にかかる再発防止のための改革事項で議

論された組織体制や業務の改善策に着実に取り組み、市民の信頼回復に努めていかなく

てはなりません。 

 ⑷ 資産の保全 

   資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう資産の保全を図

ることをいいます。 

   税を財源として取得された財産（地方自治法第 237条第 1項）及び現金が不正に又は

誤って取得、使用及び処分された場合、市の財産的基盤や社会的信用に大きな損害や影

響を与えます。これらを防止するための体制を整備することが求められています。 

   この資産には、有形の資産のほか、知的財産、住民に関する情報など無形の資産も含 
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まれます。住民に関する情報については、適切に保全が図られなかった場合、住民に著

しい不利益を与え、住民からの信頼に非常に大きな影響を与える可能性があるため、特

に適切な対応が求められます。 

 

２ 内部統制の対象とする事務 

長岡京市においては、内部統制の対象とする事務は、地方自治法第 150条第２項第１号 

に規定する財務に関する事務としています。そして、それら事務の管理及び執行が法令に 

適合し、かつ、適正に行われることを確保することを目的とします。 

 

３ 内部統制の体制                                  

長岡京市における内部統制の実施体制は次のとおりです。内部統制は、執行機関ごとに

整備・運用するものと考えられていますが、長岡京市では、市長が統轄代表権を有してい

るものとし、この方針の下で全ての執行機関の統制を行うものとしています。 

 

（内部統制体制における職員・部局の役割） 

職 名 実 施 内 容 

市 長 ・基本方針の策定及び実施に関する最終責任者 

副市長 
・最終責任者の補佐であり、実務的な責任者 

・全職員に対し、基本方針遵守のために必要な施策の実施を指示 

部局長 

・各部局の責任者として、部局職員に対し、基本方針に関する具体的な

取組を指示 

・内部モニタリングの実施 

・部局で、重大なリスクが生じたときの責任者 

総務課 

（内部統制推進課） 

・基本方針（案）の作成・見直し 

・内部統制の実施の通知 

・各所属（実行部門）のリスクや自己評価の取りまとめ 

・内部統制評価報告書（案）の作成 

・内部モニタリングの結果を報告・公表のための手続 

・職員への周知徹底 

共通業務の 

所管課 

・全庁的に対応が必要なリスクの分析と対応策の整備 

・行革、コンプライアンスの視点から内部統制を評価 

・内部モニタリングでの意見具申 

・職員への周知徹底 

所属長 

・所属の責任者として、所属職員に対する基本方針に関する具体的な取

組を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 
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職 員 

・各所属の担当業務の実施者として、基本方針やリスクの対応策に基づ

く適正な事務執行を行う。 

・担当業務におけるリスク対応策の策定と検証 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

 

４ 内部統制の取組                                  

  内部統制の取組は、業務上のリスクの発生の予防と早期発見、発生した場合の適切な対 

処を行い、リスクを一定の水準以下に抑えることを確保するための仕組みを整えることで 

す。 

  令和５年度の取組は次のとおりです。 

 

⑴ 取組内容と経過 

 

⑵ 全所属の取組 

それぞれの所属において、リスクの評価と対応を実施しました。 

リスクの評価と対応とは、組織目的の達成に影響を与える事象について、組織目的の 

達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応 

を選択するプロセスをいいます。ここでのリスクは、災害、事故及び感染症等のように 

市民に大きな影響を及ぼす事象であっても、内部統制によって事前にリスクを低減する 

ことができず、多くの場合に、事後にしか対応することができない事象である場合には 

含まないものとします。内部統制でなく危機管理の観点から、別途対応するものです。 

ア リスクの識別・分類 

自らの所属の業務で発生する財務に関するリスクの洗い出しを行いました。また、以 

下の観点からリスクの分類を行いました。 

(ｱ) 全庁的に対応が必要となる全庁的リスクか、特定の業務のみに関するリスクか 

(ｲ) 過去に発生したことがあるリスクか 

 内容 

令和５年６月 
各所属の業務におけるリスクの洗い出し及び評価と対応策の

整備 

年間を通じて 

各所属において業務実施。発生したリスクの報告 

⇒発生したリスクは、内部統制推進課で取りまとめ、実務責任

者及び共通業務所管課へ報告 

令和６年４月 各所属における令和５年度自己評価の実施 

令和６年５月 
内部統制推進課において自己評価の取りまとめ及び評価の実

施 

令和６年６月 内部モニタリング機関（庁議）におけるモニタリングの実施 

令和６年６月 内部統制評価報告書の作成 
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イ リスクの分析と評価 

識別・分類したリスクについて、当該リスクが生じる可能性及び影響の大きさを分析 

し、リスクの量的な重要性を見積もるとともに質的な重要性に照らして、対応策を講じ 

るべきリスクかどうかを評価しました。 

ウ リスクへの対応策の整備 

リスクへの対応は、財務に関するリスクのうちで、発生頻度や影響度が高く、優先度 

が高（優先）以上とされたもの（表１）について、必要に応じて対応策を講じました。 

エ 自己評価と報告 

年度当初にリスクの分類・識別及び分析と評価を行い、優先度が高（優先）以上とな 

るリスクを「リスク評価シート」に記載し、内部統制推進課（総務課）へ提出しました。 

また、年間を通じて統制を行った結果をリスク評価シートに追記し、自己評価を行い 

ました。 

その他、リスク事案が発生した際には、「リスク事案発生報告書」を作成し、実務責任 

者へ報告を行い、内部統制が有効に機能しているかどうかの検討を行いました。 

 

（表１）優先度の設定基準 

影響度 
 
 
 
発生可能性 

甚大（人命、市
民の財産又は市
の信用に著しい
影響） 

大（市民生活、
事業活動又は市
の信用に影響） 

中（他部署に影響、職員
の心身に影響を与える、
又は市の信用に影響を
与えることがある。） 

小（所属内に影
響、又は職員の心
身に影響を与え
ることがある。） 

頻繁（月に数
回） 

最高（最優先） 最高（最優先） 高（優先） 中（標準） 

たまに（年に
数回） 

最高（最優先） 最高（最優先） 中（標準） 中（標準） 

稀に（１～数
年に１回） 

最高（最優先） 高（優先） 中（標準） 低 

職場内では
未発生 

高（優先） 中（標準） 低 低 

 

⑶ 共通業務の所管課の取組 

  共通業務を所管する課（表２）は、内部統制推進課と連携し、事務分掌規則に定めら

れた権限に基づき、その知見を生かして内部統制の整備及び運用が有効に行われるよう、

次の取組を行いました。 

  各課から提出されたリスクのうち、全庁的に対応が必要となるリスクについて、統一 

的なリスク対応策を策定、又は実施し、各所属で適切にリスク管理がされているか点検・

評価しました。 
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（表２）共通業務の所管課 

 

５ 内部統制評価手続きと評価結果 

⑴ 評価手続き 

   令和５年度を評価対象期間とし、令和６年３月３１日を評価基準日として、「地方公共 

団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表。以 

下、ガイドラインという）及び「長岡京市内部統制に関する基本方針」（以下、基本方針 

という）に基づき、財務に関する事務に係る内部統制の評価を次のとおり実施いたしま 

した。 

 ア 各所属での評価手続き 

各所属において、４.⑵.エのリスク評価シートに記載したリスクについて、整備状況 

及び運用状況に不備があるかどうか自己評価を行いました。 

 イ 共通業務所管課での評価手続き 

全庁的に共通する業務 左の所管課 

・個人情報保護に関すること 総務課 

・職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること 職員課 

・法令遵守に関すること 総合調整法務課 

・予算の編成及び執行管理に関すること 財政課 

・情報ネットワークの運用、整備及び維持に関すること 

・情報セキュリティの運用に関すること 
デジタル戦略課 

・契約制度等に関すること 

・契約に係る業者指導に関すること 
契約課 

・工事の検査等に関すること 

・工事に係る設計委託の検査等に関すること 

・工事等に係る職員及び業者に対する指導に関すること 

検査指導課 

・文書事務及び公印に関すること 総務課 

・収賄の再発防止に関すること 総務課 

・支出負担行為の確認に関すること 

・収入及び支出命令書の審査に関すること 

・資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること 

・会計事務の指導に関すること 

会計課 

・水道（下水道）事業に係る入札及び契約の総括に関すること 

・水道（下水道）用財産の取得、管理及び処分に関すること 

・水道（下水道）事業の現金、預金、有価証券の保管に関するこ

と 

・水道（下水道）事業の出納及び会計事務に関すること 

上下水道総務課 
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   共通業務所管課において、全庁的に共通するリスクの整備状況を点検・評価しました。 

 ウ 内部統制推進課での評価手続き 

各所属から自己評価の提出を受け、内部統制推進課である総務課において、全庁的な 

内部統制及び業務レベルの内部統制の整備状況及び運用状況について、重大な不備がな 

いか評価を実施しました。 

 

⑵ 評価結果 

ア 各所属での自己評価結果 

令和５年度において、各所属の業務において識別・分類したリスクのうち優先度が高 

（優先）以上となるリスクは４１６件ありました。そのうち、全庁的に共通する業務に 

おけるリスクは３００件（表３）、各所属の業務における個別のリスクは１１６件ありま 

した。 

各所属での自己評価では、整備状況については、リスク評価シートに記載されている 

リスクのうち、対応策が整備されているか、又は現在の対応策では統制の内容や手続き 

が不十分でなかったかについて評価をしました。 

また、運用状況については、リスク評価シートに記載されているリスクを結果として 

発生させたかどうかを評価しました。 

自己評価の結果、整備状況については、リスク事案発生の認識が欠けており、事案の

発生後にリスク評価シートの整備を行った案件が９件、運用状況については、運用状況

の不備があったリスクが２３件ありました。 

各所属において運用状況の不備があったリスクは表４のとおりです。 

 

 （表３）全庁的に共通する業務におけるリスク（優先度が高（優先）以上） 

共通業務の内容 リスクの件数 

個人情報保護に関すること ６２ 

職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること ７７ 

法令遵守に関すること ３ 

予算の編成及び執行管理に関すること ３ 

・情報ネットワークの運用、整備及び維持に関すること 

・情報セキュリティの運用に関すること等 
４６ 

・契約制度等に関すること 

・契約に係る業者指導に関すること 
７ 

・工事の検査等に関すること 

・工事に係る設計委託の検査等に関すること 

・工事等に係る職員及び業者に対する指導に関すること 

２ 

文書事務及び公印に関すること ２７ 

収賄の再発防止に関すること ４２ 

・支出負担行為の確認に関すること １９ 
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・収入および支出命令書の審査に関すること 

・資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること 

・会計事務の指導に関すること 

・水道（下水道）事業に係る入札及び契約の総括に関すること 

・水道（下水道）用財産の取得、管理及び処分に関すること 

・水道（下水道）事業の現金、預金、有価証券の保管に関すること 

・水道（下水道）事業の出納及び会計事務に関すること 

１２ 

 

  （表４）令和５年度に発生したリスク事案 

リスク 

NO 
リスク事案の概要 発生の原因 選択した対処法 

今後の再発 

防止策 

1 市役所１階マイナ

ンバーサポート窓

口でのマイナポイ

ント申込手続き支

援において、マイ

ナポイントを誤っ

て第三者に紐づけ

した。 

マイナポータルサイ

トのログアウト漏

れ。 

マイナポイントの

紐づけを誤ったた

めにポイントを受

け取ることのでき

ない市民に対し

て、マイナンバー

サポート窓口委託

事業者によるポイ

ント相当の補償を

行った。 

・マイナポータルサ

イト接続取扱い方法

について徹底する。 

・デジタル庁が、誤

操作防止対策として

改修した URL（自治体

URL）よりログインす

ることでログイン時

及び申込完了前の２

度のパスワード要求

により紐づけ誤りの

リスクを低減する。 

2 窓口で市民に渡し

た返信用封筒の裏

面に、別の市民の

住所・氏名が記入

されていた。 

返信用封筒を窓口で

返された際に、個人

情報の記載の有無を

確認していなかっ

た。また、返信用封

筒を渡す際、個人情

報の記載有無を確認

していなかった。 

双方に謝罪した。

また、誤って渡し

た市民から封筒を

回収した。 

・返信用封筒を手渡

す際、個人情報等の

記載の有無を窓口に

おいて必ず確認する

ことを徹底する。 

・三つ折りの返信用

封筒を収納する際、

裏面を広げた状態に

することで、必ず目

視確認できるように

する。 

3 長四小再整備工事

において、型枠材

の荷揚げ作業中に

作業員が吊荷とス

作業時の周囲への注

意不足。 

・工事会社(元請

け)からの連絡を

受け、市担当者が

上司に報告を行い

作業手順の再確認を

行い、ヒューマンエ

ラーをなくすように

工事会社へ指導を行
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ラブの間に挟まれ

る事故が発生し怪

我を負った。 

直ちに現場確認及

び関係者から聞取

りを行った。 

・工事会社が警察

へ連絡し、現場検

証が行われた。関

係者への聞き取

り、安全書類の確

認を行い、特段の

指導等はなかっ

た。 

・市担当者より工

事会社へ作業手順

の再確認を行い、

安全作業の徹底を

行うように口頭で

指導を行った。 

・工事会社が労働

基準監督署に連絡

し、事故について

の経過等を説明を

行った。 

労働基準監督署に

よる現場確認が実

施され、指導票が

交付された。工事

会社が労働基準監

督署へ改善報告書

を提出した 

・庁内（契約、検

査指導課等）への

報告を行った。 

・市から受注者に

対して文書にて注

意を行った。 

った。 

4 長岡第九小学校給

食室・放課後児童

クラブ等整備工事

手元作業員と重機運

転者との合図のタイ

ミングが合わず退避

・受注者（元請）

からの連絡を受

け、市の担当者が

工事始業時の朝礼・

KY（危険予知）・安

全ミーテイングの中
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において、地中埋

設物撤去の作業中

に作業員が重機に

左足を巻き込まれ

る事故が発生し怪

我を負った。 

が遅れたため。 上司に報告を行

い、直ちに現場確

認及び受注者から

の聞き取りを行っ

た。 

・受注者（元請）

が警察と労働基準

監督署に通報を行

い、現場での事故

調査と警察等の事

情聴取に対応し

た。 

・庁内（契約、検

査指導課等）への

報告を行った。 

・市から学校、監

理者及び設計者に

情報共有を行っ

た。 

で、事故内容及び危

険個所の説明を行

い、事故の再発防止

の注意喚起に取組む

よう指導した。 

5 自立支援医療受給

者証を対象者へ送

付する際、誤送付

があった。（1

件） 

事務担当者が、シス

テムで申請処理をし

た際に、システムに

表示されたポップア

ップ（※）の確認誤

りがあったため。 

※対象者の送付先指

定（一時的な送付先

の変更）が「（4/10

～7月末）実家のリ

フォームがあるので

仮住まいにいる」と

表示されたが、記入

日（令和 4年 3月 9

日）の確認を怠っ

た。 

・向日町郵便局

に、あて所に所在

がない場合の対応

を確認するととも

に、職員が誤送付

先のアパートを訪

問し、郵便物の投

函状況、他者の居

住状況について確

認。 

・誤送付した文書

については宛所不

明郵便として受給

者証が市に返戻さ

れたため、対象者

に経過を報告し、

受給者証を送付し

た。 

 

・システムでポップ

アップが表示された

場合、主担当だけで

なく副担当によるダ

ブルチェックを行

う。 

・ポップアップ内容

入力時に、期間を限

定する場合は月だけ

でなく年の表記も行

うよう係内で情報共

有し、徹底する。 
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6 長岡第四小学校再

整備工事におい

て、工事担当社員

が移動時にノート

パソコンの盗難被

害に遭い、工事に

係る図面等のデー

タの情報漏洩の可

能性が発生した。 

工事会社としての情

報管理・危機管理が

徹底されていなかっ

た。 

・受注者からの報

告を受けて、市担

当者が上司に報告

を行い、関係部署

(総務課、デジタ

ル戦略課、契約課

等)へ報告を行っ

た。 

・工事会社が来庁

し詳細な説明(紛

失の経緯、データ

内容など)があっ

た。今後、このよ

うなことが再発し

ないように情報管

理・危機管理の徹

底を行うように指

導した。報告内容

について、市内部

で情報共有を行っ

た。 

会社としての情報管

理・危機管理の徹底

を行うように指導を

行った。 

7 本市が郵送したＡ

氏宛の「高額療養

費支給決定通知

書」に、Ｂ氏の

「食事療養標準負

担額支給決定通

知」が誤って同封

されていた。 

Ａ氏、Ｂ氏の苗字が

似ており、同一人物

のものとして誤認

し、同封してしまっ

たため。 

・連絡を頂いたＡ

氏にはその場で陳

謝。その後、速や

かにＢ氏に電話で

経緯を説明、陳

謝。同日、Ｂ氏宅

（一文橋）に「食

事療養標準負担額

支給決定通知」を

直接投函。 

従来、「食事療養標

準負担額支給決定通

知」は「高額療養費

支給決定通知書」の

送付用封筒に手作業

にて同封していた

が、今後はそれぞれ

別に送付することと

する。（各通知書に

は宛名が印字されて

おり、それぞれを窓

付き封筒で送付する

運用とする。） 

8 京都府側でネット

ワーク障害が発生

したことにより、

庁内ネットワーク

京都府が管理してい

る、京都デジタル疏

水ネットワークの機

器において、不要な

京都府側で復旧対

応を実施。 

京都府側に、発生原

因を特定した上で根

本的な対策を講じ、

システムの安定稼働
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からアクセスする

施設予約システム

管理サイトが利用

不可となり、施設

予約システム利用

施設において「支

払が行えない」

等、市民等に影響

が発生した。 

通信が発生し、ネッ

トワーク全般に負荷

がかかったことによ

る。 

一部の機器からの不

要な通信が、全体を

集約する機器とその

他の機器の間の通信

において帯域を圧迫

したことにより、正

常な通信の疎通が困

難になり、施設予約

システムにアクセス

できなくなった。 

に努めていただくよ

う要望を行った。 

9 本市が振込んだ

市・府民税の還付

金について、同姓

同名の別人の口座

に誤って振込ん

だ。 

還付金請求書に公金

口座受取希望と記載

されていたため、団

体内統合宛名システ

ムの番号連携サーバ

にて、個人名を検索

した上で口座情報を

照会したが、住所・

生年月日の突合が不

十分であったため、

同姓同名の別人の口

座を参照してしまっ

た。その後、戻出命

令書の決裁時に別の

職員がチェックする

体制はあったが、確

認が不十分だった。 

・本来の還付対象

者には電話にて謝

罪の上、正しい口

座に振り込み処理

を行った。 

・誤った振込該当

者には、入電後、

翌日自宅を訪問

し、経緯説明と謝

罪を行った。返金

についてご了承を

いただき、返金方

法については、銀

行口座からの組み

戻しによって対応

を行った。 

・団体内統合宛名シ

ステムの番号連携サ

ーバにて参照する際

は、個人名ではな

く、個人番号での検

索を行う。 

・口座情報の参照・

打ち出しを行う職員

と、還付処理を行う

職員は別の職員が担

当し、複数職員で、

氏名・住所・生年月

日の３点確認を徹底

する。 

10 計画停電を実施し

たが、想定してい

なかった理由によ

り庁内ネットワー

クの障害が発生

し、日曜開庁の出

先機関及び翌 20

・本障害の根本的な

原因は、本来供給さ

れるはずであった大

型 UPS向けの電源回

路に対し、電気が供

給されなかったため

である。 

・電源の復旧 

・ネットワーク機

器の起動確認、サ

ーバーへのログイ

ン確認 

・無線 LANが使用

できない状況に対

・大型 UPS向け電源

回路に電気が供給さ

れるよう、工事を実

施する 

・大型 UPSは、自家

発電機が作動するま

での間や非常時に安
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日（月）の業務に

一部影響があっ

た。特に出先機関

では、支払いや予

約業務ができない

時間（約 30分）

が発生した。 

・３時間程度は持つ

と考えられた大型

UPSの電気供給が１

時間で停止した件に

ついては、確認の結

果、UPSの仕様上、

バッテリー残量があ

っても放電抑止のた

め一定時間が経過し

たら停止することが

分かり、大型 USP導

入事業者（NEC）及

びデジタル戦略課職

員の認識不足が原因

である 

・翌日の無線 LANの

不具合、庁内ファイ

ル交換、メールの送

受信の不具合につい

ては、復電後のチェ

ックが甘かったこと

が原因。 

して、無線認証装

置の再起動を行っ

た。 

・庁内ファイル交

換システムが使用

できない状況に対

して、サービスの

再起動と破損ファ

イルの修復を行っ

た。 

全にサーバー機器類

をシャッタダウンで

きる時間を確保する

ためのものであり、

長時間稼働するもの

ではないことを前提

に停電時・非常時の

運用を整理する。 

・電源復旧後の無線

LANの不具合、庁内

ファイル交換、メー

ル送受信の不具合に

ついては、動作確認

のテストを必ず実施

するよう手順書を改

める。 

11 ふるさと納税寄附

者の寄附データ連

携にミスがあり、

寄付者が希望され

た返礼品（たけの

こ）の在庫がなく

なり、送付するこ

とができなかっ

た。 

中間事業者切り替え

のため、ポータルサ

イトの一つである運

営事業者への掲載を

3月 19日で一時終了

し、3月 20日に最終

のデータ連携を行っ

た。その後、3月 12

日に寄附が行われて

いたものの、入金が

3月 24日に遅れて入

ってきたものがあ

り、抽出から漏れて

しまった。入金が遅

れてくることもある

ことを想定し、掲載

・農林振興課でた

けのこの在庫なし

を確認 

・運営事業者にキ

ャンセル方法を確

認 

・本人に謝罪し、

還付対応を説明 

・戻出の財務伝票

を起票し、会計課

へ提出 

返金対応 1件 

20,000円 

複数人での処理確認

に加え、今回のよう

にイレギュラーな事

務を行う場合は、特

に注意深く各関係機

関に確認を行う。 
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停止期間中も随時抽

出処理を行うなどの

作業を行うべきであ

った。 

12 ふるさと納税寄附

者の寄附データの

連携において、12

月 28日～12月 31

日の寄附者のう

ち、運営事業者の

オンラインワンス

トップを利用した

寄附者のデータ取

り込み作業に誤り

があり、データを

課税自治体に送信

できていないこと

が判明。その結

果、正しく控除を

受けられない人が

発生した。（対象

人数 69名） 

ワンストップ控除申

告のオンライン受付

を新たに導入した

が、事務処理方法に

ミスがあり、さらに

それをチェックする

ことができていなか

った。 

・対象者への謝

罪、文書での通知 

・対象自治体への

税額変更依頼 

・税額変更不可の

対象者には、確定

申告を依頼。確定

申告をしない意向

の人には、寄附金

を還付。 

確定申告済の対象

者 6人 114,000円 

在住の自治体によ

る税額変更対応 

53人 1,275,500

円 

返金対応 10人 

179,500円 

処理作業時に複数職

員での確認を徹底

し、年に一度の各自

治体へのデータ送信

の際に、それまでに

受け付けたデータが

すべて含まれている

ことを改めて確認す

る。 

13 同姓同名の 2名に

対して、それぞれ

別の通知文（住

所、氏名印字）を

郵送するはずが、

誤って 1名にまと

めて郵送した。 

・郵送時のダブルチ

ェックが不十分であ

ったため。 

・同姓同名であるこ

とで、同一人物であ

るという思い込み。 

・別人物が入居し

ている施設担当者

から、施設側で把

握していない通知

が届いたことから

確認の連絡があっ

た。 

・施設担当者に、

同姓同名の別人物

に送る予定の文書

であると伝え、施

設に通知文を回収

しに行った。その

後、回収した通知

文を、本来の送付

者に送付した。 

・郵送時にダブルチ

ェックを必ず行う。 

・窓付き封筒を使用

する。 
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14 事業の決定通知お

よび受給者証 12

名分を送付した

が、送付先である

対象者が入居して

いる施設担当者か

ら、別対象者（以

下、Aとする。）

の決定通知および

受給者証も同封さ

れていると連絡が

あった。 

・郵送時のダブルチ

ェックが不十分であ

ったため。 

・事業の送付リスト

が整理されていなか

ったことにより、誰

の文書をどこに送付

するものなのかが不

明瞭で混乱したこと

により誤りが生じ

た。 

・対象者が入居し

ている施設担当者

から Aの決定通知

および受給者証も

同封されていると

連絡あり。 

・対象者全員に連

絡。Aを除く、他

対象者は本人分の

み到着したことを

確認。 

・施設担当者に A

の書類は破棄して

いただくよう連

絡。また、Aに決

定通知および受給

者証を送付。 

・送付リストを修正

し、見やすくした。 

・郵送時のダブルチ

ェックを必ず行う。 

15 障害福祉サービス

の更新にあたっ

て、利用者負担上

限月額の設定を誤

ったもの。

(65,100円を利用

者から返還) 

・更新処理時のシス

テム上の入力誤り。 

・配偶者の所得情報

を反映させるための

ボタンを押下する必

要があったが、でき

ていなかったため正

しく所得情報が反映

できなかった。 

・決裁時に、所得額

と利用者負担上限月

額に齟齬がないかに

ついて、複数職員が

チェックすべきであ

ったところ、十分に

確認ができていなか

った。 

・謝罪。65,100

円の返還を依頼

し、了承いただ

く。 

・正しい利用者負

担額の受給者証を

送付。 

・システムへの操作

方法および入力方法

を正しく理解するた

め、全職員で操作マ

ニュアルを再確認す

る。 

・所得額と利用者負

担上限月額に齟齬が

ないか、起案の添付

資料について複数職

員でのチェックを徹

底する。 

16 債権者からの住民

票交付の郵送請求

に対して、A社に

送付すべき回答書

・住民票等の郵送請

求申請は 1日 50～70

件程度あり、書類が

混じらないように 1

・B社へ架電し、

謝罪及び書類の返

却を依頼。速達に

て返信用封筒（速

・定額小為替の精算

のために、クリアフ

ァイルから取り出し

たことがミスの原因
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（交付申請者の氏

名・生年月日・住

所が記載されてい

た）を誤って B社

へ送付してしまっ

た。 

件ごとにクリアファ

イルで管理している 

・定額小為替精算の

ために、個別に入っ

ていた書類をクリア

ファイルから取り出

し、精算後に精算書

と一緒に書類 1件ご

とにクリップ留めし

ていたが、封入の

際、クリップから外

れた書類の一部が他

の１件に誤って封入

してしまった。 

達）を送付。 

・本来送付すべき

A社へ架電し、謝

罪及び返却があり

次第送付すること

で調整。請求され

た人物について

は、本市に住民票

がなかったため、

本人には連絡して

いない。 

であり、今後、書類

をクリアファイルか

ら取り出すことなく

定額小為替の精算を

行うこととし、ファ

イルの中の書類が他

の書類と混じらない

ようにする。 

17 再発行した給付金

の確認書に返信用

封筒を添えて送付

する際、個人の住

所、氏名が記され

た使用済みの返信

用封筒を誤って同

封してしまった。 

窓口で返却を受けた

返信用封筒を廃棄せ

ず、未使用のものと

誤って使用したた

め。 

・自宅を訪問、謝

罪とともに封筒を

回収した。 

・給付金業務を請

け負う事業者のス

タッフに事象を共

有した。 

・返信用封筒に名

前を記入された市

民と連絡がつなが

り、一連の経過を

説明、謝罪をし

た。 

・郵送物を封入する

際は、複数人でチェ

ックを行い正確を期

す。 

・ミスが起きること

を前提に、担当者間

で注意喚起を行う。 

・一旦受け取った封

筒は再利用しないよ

う、業務委託のマニ

ュアル等に明記す

る。 

・書類のデザインを

決める際、色を分け

て識別を容易にする

など誤りが起きにく

い仕様とする。 

18 

19 

令和 2年度から令

和 4年度におい

て、地元産野菜の

納品者に対して合

計 841,298円の支

払い漏れが生じ

た。 

【農林振興課】 

 地元産野菜の臨時

発注時の請求方法に

ついて明確なルール

を定めておらず、納

品者と農林振興課の

間で請求手続きに係

・各中学校の栄養

教諭等に対して、

令和元年度から令

和 5年度の間に地

元農家から収受し

た全ての「納品

書」を学校教育課

【農林振興課】 

地元産野菜の各納品

者への請求方法の周

知徹底と適正に請求

手続きが行われるよ

う依頼。 

また、現在、地元産
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る認識に齟齬が生じ

た。そのため、お互

いが請求書を提出し

ていると思い込んだ

結果、請求漏れが発

生した。 

【学校教育課】 

 地元産野菜の支払

いにあたっては、各

中学校の栄養教諭等

に「納品書」と「請

求書」の照合を一任

しており、学校教育

課では各中学校での

確認後、届いた「請

求書」のみに基づい

て支払処理を行って

いたため、一連の納

品・請求手続きにつ

いて十分な把握がで

きていなかった。ま

た、一部の中学校に

おいて、「納品書」

と「請求書」の照合

が不十分であった。 

宛てに提出するよ

う指示を行い、支

払額と納品内容が

合致しているかの

照合と確認を行っ

た 

・納品者に対して

支払い漏れの代金

を支払った。 

野菜を臨時発注した

場合に限って農林振

興課にて「請求書」

を作成していること

もあるが、臨時発注

の場合を含め、各納

品者自身が直接、学

校へ「請求書」を提

出していただくよう

請求手続きを一本

化。 

 

【学校教育課】 

各中学校へ「納品

書」と「請求書」の

突合処理を遺漏なく

行うよう通知・指導

を行うとともに、学

校教育課において毎

月の発注状況と納

品・請求状況を把握

し、各内容と金額に

ついて照合を行う。 

20 市民がトラックで

市道を走行中、高

さ制限バーの存在

に気付かず接触す

る事故が発生。現

場は、長期にわた

る通行止めが発

生。 

運転手の過失。ただ

し、これまでにも高

さ制限バーへの接触

事故が発生している

ことから、注意喚起

が不足している可能

性も考えられる。 

復旧工事。（運転

手の過失である

為、復旧は原因者

負担で行われた） 

高さ制限へのさらな

る注意喚起を促す看

板等の設置を検討す

る。 

21 市民が自動車で市

道上を走行中、街

路樹に接触し、車

の一部を損傷し

た。 

街路樹の道路上への

張り出しを把握して

おらず、注意喚起を

していなかった。 

・注意喚起の看板

を設置。 

・相手方と示談が

成立し、賠償金支

払い手続き中。 

道路パトロールの点

検項目に街路樹の追

加を検討。 



17 

 

22 友岡地下道が浸水

しているとの通報

を受けた。 

地下水を定期的に排

水するために設置し

ている機械（排水ポ

ンプ）2台のうち 1

台が劣化により故障

した。また、もう 1

台にはゴミが溜まり

稼働しなかったため

冠水。劣化が早いの

は排水する量が多

く、稼働頻度が高い

ことが原因と思われ

る。（2ヶ月ごとに定

期点検は実施してい

る） 

・一時通行止めと

なったが、2台設

置している機械の

うち 1台の調整を

行い、3時間ほど

で復旧。通行止め

解除となった。 

故障した 1台につ

いては交換した。 

稼働頻度を低くする

ため、設置台数を増

やす、機械の容量を

大きくする等の改善

案を検討。 

23 指定管理者から令

和 4年度決算報告

内容に誤りがあ

り、未記載の収入

があったこと、ス

タッフが指定管理

業務就業中に他団

体の事務を行って

いたことが判明し

たと報告があっ

た。 

令和 4年度指定管

理料については本

来黒字であったた

め、赤字分として

補填を行った指定

管理料について過

大に支払いを行っ

たこととなった。 

指定管理者側で協定

書の考え方及び会計

処理について誤りが

あった。また、理事

会未承認の決算書が

市に提出されてい

た。 

指定管理者に報告

書の提出を求め

た。 

提出された報告内

容について聞き取

り調査を行い、業

務改善報告書によ

り改善内容を確認

し、令和 6年度は

毎月モニタリング

を実施することと

した。 

過大に支払った指

定管理料について

は指定管理者より

返納された。 

・令和 6年度は 1年

間毎月モニタリング

を実施し、出納状況

を確認する。 

・年度協定書の見直

しを行い、年度初め

に協定内容について

相互確認を行う。 

 

イ 共通業務所管課による評価結果 

 共通業務所管課において、全庁的に共通する業務におけるリスク３００件の対応策の 

整備が適時に実施されたか、リスク対応策の内容が適切であったか、自己点検やその後 
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の改善が適切に実施されたかといった点を中心に評価したところ、すべてのリスクにお 

いて重大な不備はないとの評価となりました。（表５） 

 

（表５）共通業務所管課による評価結果 

共通業務の 

内容 

共通業務 

所管課 
評価結果 評価結果の内容 

共通業務所管課における 

その他の取組 

個人情報保護

に関すること 

総務課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

個人情報の保護に関する

法律に基づき個人情報の

保有に当たっては、その

所掌する事務の目的を達

成するために必要かつ最

小限の範囲と定めてお

り、目的外利用や提供を

する場合は、個人情報保

有課が個人情報保護担当

課（総務課市民相談担当）

と協議のうえ、目的外利

用の可否を判断すること

などを職員へ周知したほ

か、運用マニュアルの改

定を適宜行い、個人情報

保護の適正な運用に努め

ました。 

また、運用状況報告書を

作成し、審査会及び審議

会へ報告したほか、市広

報紙や HPにも掲載し、公

正な運用を確保しまし

た。 

職員の任免、

分限、懲戒及

び服務その他

身分に関する

こと 

職員課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

令和 5 年度は、4 月に新

入職員を対象とした公務

員倫理研修と法令遵守研

修を実施しました。計 22

名が参加し、服務、公務員

倫理、法令遵守について

学びました。また、工事発

注部署の職員を対象とし

た官製談合防止研修を実
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施し 93 名が参加したほ

か、会計年度任用職員を

対象とした公務員倫理研

修を実施し 97 名が動画

視聴しました。これら各

研修の実施により不祥事

の発生防止に努めまし

た。 

法令遵守に関

すること 

総合調整

法務課 

重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

庁内向け啓発として、法

令遵守マネージャーから

法令遵守通信を発行する

とともに、公益通報体制

の確立に努めました。例

年にない取り組みとし

て、全正規職員を対象と

した倫理研修を動画視聴

形式で行い、公務員とし

ての倫理観と法令遵守の

意識向上・啓発に取り組

みました。 

予算の編成及

び執行管理に

関すること 

財政課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

各課と十分な検討のうえ

予算編成を行い、予算執

行では財政課合議での複

数チェックを実施するな

ど、適正な業務執行に努

めております。 

・情報ネット

ワ ー ク の 運

用、整備及び

維持に関する

こと 

・情報セキュ

リティの運用

に関すること

等 

デジタル

戦略課 

重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

情報セキュリティ対策基

準が遵守されているか評

価するため、内部監査を

実施し重大な不備はあり

ませんでした。軽微な改

善事項については、全庁

的に周知・注意喚起する

など、セキュリティ意識

の向上に努めています。 

また、令和 5 年度は職員

のセキュリティ意識の向

上のため、全庁向け「標的
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型メールテスト」、全職員

を対象とした「情報セキ

ュリティ・個人情報保護

に係る e-ラーニング」研

修及び新入職員を対象と

した「情報セキュリティ」

研修を実施しました。 

・契約制度等

に関すること 

・契約に係る

業者指導に関

すること 

契約課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

契約規則に基づき、入札・

契約事務が適正に執行さ

れるよう、契約課執行の

入札・契約事務だけでな

く、各課において執行さ

れる入札・契約事務にお

いても合議によるチェッ

クを実施しました。また、

職員基礎研修の実施や工

事担当部署向けの官製談

合防止研修の実施、イン

フォメーションによる周

知徹底や全庁フォルダデ

ータの適宜更新など、適

正な入札・契約事務の執

行を図りました。 

・工事の検査

等に関するこ

と 

・工事に係る

設計委託の検

査等に関する

こと 

・工事等に係

る職員及び業

者に対する指

導に関するこ

と 

検査指導

課 

重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

工事及び設計委託業務の

検査において、成果品が

設計図書、施工計画書等

と整合が取れているか確

認し、工事等に係る職員

及び業者に対し、成果品

の整理方法等の指導を行

いました。 

また、技術職員及び業者

の技術力向上を目的に、

現場代理人と監督職員の

意思疎通を図るため、市

土木協会と市技術職員の

意見交換会を実施しまし

た。 
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文書事務及び

公印に関する

こと 

総務課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

文書事務の適正執行のた

め、新入職員向けの文書

研修を実施しました。ま

た、公文書の適正管理及

び改ざん防止を目的に、

文書管理システムを導入

しています。 

文書管理システムの操作

説明会を開催し、運用の

注意点をインフォメーシ

ョンで周知するなど、文

書の適正管理に努めまし

た。 

収賄の再発防

止に関するこ

と 

総務課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

長岡京市職員の収賄事件

に係る改革検討事項とし

て実施してきた全職員の

リスク管理チェックを令

和 5 年度も実施し、不祥

事の発生防止に努めまし

た。 

・支出負担行

為の確認に関

すること 

・収入および

支出命令書の

審査に関する

こと 

・資金前渡、

概算払及び前

金払の精算審

査に関するこ

と 

・会計事務の

指導に関する

こと 

会計課 重 大 な 不

備なし 

評価基準日において有効

に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

予算執行説明会におい

て、全庁的によくある間

違いを伝え、適正な会計

事務が行えるようにしま

した。日々の支出命令書

等の処理においても、個

別に担当課に伝票の修正

を求めるとともに、なぜ

当該処置を求めるのかを

説明し、会計業務に関す

る理解が深まるように指

導しました。また、支払い

漏れについては、当該事

象が発生しにくい環境づ

くりを関係課に指導しま

した。 

・水道（下水 上下水道 重 大 な 不 評価基準日において有効 ・上下水道事業の契約事



22 

 

道）事業に係

る入札及び契

約の総括に関

すること 

・水道（下水

道）用財産の

取得、管理及

び処分に関す

ること 

・水道（下水

道）事業の現

金、預金、有価

証券の保管に

関すること 

・水道（下水

道）事業の出

納及び会計事

務に関するこ

と 

総務課 備なし に整備され、また評価対象

期間において有効に運用

されていると判断される。 

務においては、チェック

リストを使用し、上下水

道総務課合議とすること

で、適正な事務の実施と

その確認を行っていま

す。 

・上下水道事業に係る予

算・業務執行を上下水道

総務課合議とすること

で、複数でのチェック体

制強化を実施していま

す。 

 

ウ 総務課（内部統制推進課）による評価結果 

   内部統制の目的を、「リスクを一定水準以下に抑える」ことと定めていることから、総 

務課（内部統制推進課）では、各所属が実施した自己評価に基づき、全庁的な内部統制 

及び業務レベルの内部統制について、確認し、重大な不備がないか評価を行いました。 

   総務省のガイドラインでは、内部統制の「重大な不備」とは、内部統制の「不備」のう 

ち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことに

より、地方公共団体・住民に対して大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性

の高いものもしくは実際に生じさせたものをいいます。 

 整備上の重大な不備については、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の整備 

上の不備のうち、全庁的な内部統制の評価項目に照らして著しく不適切であり、大きな 

経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いものを、運用上の重大な不備につ 

いては、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の運用上の不備のうち、不適切な 

事項が実際に発生したことにより、結果的に、大きな経済的・社会的不利益を生じさせ 

たものが該当するとされています。 

上記に基づき評価を行ったところ、運用状況に不備のあった２３件（表４）以外は、 

不備は認められませんでした。 

不備のあった２３件について、リスク事案発生報告書を基に、その発生原因、対応状 

況、対応の結果、影響について、総務省の示すガイドラインに従い確認作業を行いまし 
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たが、結果として大きな経済的・社会的不利益を生じさせる重大な不備には至らなかっ 

たものと判断しました。ただし、報告事案の中には、重大な不備には至らなかったもの 

の、一つ間違えれば個人の生活の安全・安心を揺るがす事態にも繋がりかねない事案が 

あったことから、内部統制推進課として原因発生課に対し、再発防止の徹底を求めるな 

どの指導を行いました。 

以上のことから、長岡京市の財務に関する事務に係る内部統制は評価基準日において有 

効に整備及び評価対象期間において有効に運用されていると判断いたしました。 



６ 長 監 委 第 ３ ２ 号  

      令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日  

 

長岡京市長 

 中小路 健吾 様 

 

長岡京市監査委員 

田 中 恭 介 

同 

進 藤 裕 之 

                   

令和５年度長岡京市内部統制評価報告書 

審査意見書の提出について 

 

 

地方自治法第１５０条第５項の規定により、審査に付された令和５年度

長岡京市内部統制評価報告書を審査した結果、次のとおり意見書を提出し

ます。 

 



令和５年度長岡京市内部統制評価報告書の審査意見 

 

１ 審査の対象 

（１） 長岡京市内部統制評価報告書 

（２） 長岡京市内部統制評価報告書【附属資料】 

（３） 長岡京市内部統制に関する基本方針 

（４） リスク評価シート 

（５） リスク事案発生報告書 

 

２ 審査の時期 

令和６年６月１７日から令和６年７月２５日まで 

 

３ 審査の方法 

審査に付された内部統制評価報告書、内部統制評価報告書【附属資料】、リスク

評価シート、リスク事案発生報告書について、市長から提出があり、内部統制推進

課の説明を聴取した上で、ガイドライン及び内部統制に関する基本方針に基づき、

内部統制の評価が適切に実施されたかどうかについて審査した。 

 

４ 審査の結果 

内部統制評価報告書について、上記のとおり審査した限りにおいて、評価手続及

び評価結果に係る記載は概ね相当である。 

 

５ 審査意見 

運用状況の不備があったリスクの２３件については、依然、職員のケアレスミス

や確認不足などが散見され、所属内の内部統制が機能していれば、未然に防止でき

た事案が多く存在している。特に、個人情報を扱う事務においては、情報漏えいが

大きなリスクにつながることを認識し、組織のチェック体制の強化などにより未然

防止に取り組まれたい。 

また、内部統制推進課においては、内部統制を有効に機能させるためにも、全て

のリスク事案が市民に影響を与え、市政に対する信頼を失墜させる結果につながる

ことを常に発信し、職員一人ひとりの意識向上に努められたい。 


